
別紙１－６ 

事業計画書 
 

【結婚新生活支援補助金】（新婚世帯用） 

交付対象者の要件（すべての要件を満たす者） 

□令和8年１月1日以後に婚姻し、婚姻日時点で夫婦ともに３９歳以下、世帯の所得が660万円未満である。 

□補助要件を満たす講座のうち、夫婦ともにいずれかひとつを受講する、または受講する予定がある。 

受講講座 □ライフデザイン支援   □プレコンセプションケア   □妊娠・出産相談   □共家事・共育 

□＜取得＞夫婦の双方または一方が取得（所有）者である。 

□＜賃借＞夫婦の一方が賃借人で、公営住宅、社宅・官舎・社員寮等ではなく、家賃の滞納がない。 

□＜引っ越し＞引っ越し業者・運送業者等へ支払う実費である。 

□取得、賃借、引っ越しする住宅に居住し、申請日時点で世帯全員がその住宅に住民登録している。 

□地域住民と協調する意思がある。 

□取得または賃借する住宅は夫婦の３親等内の親族が所有する住宅ではない。 

□当該年中に支払った経費である。 

□公的制度による生活扶助または住宅扶助等を受けていない。住宅取得の場合は、国の他の住宅取得に係る補 

助を受けていない。 

□市税等（前住所地を含む）の滞納がない。 

□夫婦ともに過去にこの補助金を活用したことがない。（他の自治体での受給を含む。） 

□暴力団員等ではない。 

※ は 該 当 す る 場 合 の み 申請者 配偶者 

ふ り が な   

氏 名   

生 年 月 日     年       月       日     年       月       日 

所 得 額 円 円 
※奨学金年間返済額 円 円 

世帯の 合計所得                          円  
□所得合計500万円未満 

□所得合計500万円以上660万円未満 

 

事業内容        

婚 姻 日 年      月      日          
婚姻日における夫婦の年齢（       ・       ） 

申請者（           ）、配偶者（            ） 

賃 貸 

契 約 日      年     月     日    婚姻日から１年以内であること※B月額家賃を除く 

入 居 日 （ 同 居 ）    年     月     日    （夫婦ともに住民登録した日） 

Ａ 入 居 費 用 円 （敷金・礼金・仲介手数料） 

Ｂ 月 額 家 賃 円 （家賃・共益費）※婚姻後の同居を始めた日以降 

Ｃ 月額住宅手当 円 （給与所得のある世帯全員分） 

Ｄ実質家賃負担額 円 （B－C） 

取 得 

契 約 日      年     月     日    婚姻日から1年以内の取得であること 

入 居 日 （ 同 居 ）    年     月     日    （夫婦ともに住民登録した日） 

契 約 金 額 円 （建物本体に係る費用） 

引 越 し 費 用 円 
婚姻日から１年以内の引っ越しであること 

実施日 ：     年     月     日 

【申請期間】 

婚姻日から 3 か月以内または婚姻

日の属する年度の3月31日のいず

れか早い日まで 

 


